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北九州市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２８年１０月１１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第４１号

北九州市手数料条例の一部を改正する条例

 北九州市手数料条例（平成１２年北九州市条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。

 別表第１２３号の２中「審査」の次に「又は同条第２項の規定に基づくサー

ビス付き高齢者向け住宅事業の登録の更新の申請に対する審査」を加える。

付 則

この条例は、公布の日から施行する。
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 北九州市スポーツ施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。

  平成２８年１０月１１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市条例第４２号

   北九州市スポーツ施設条例の一部を改正する条例

北九州市スポーツ施設条例（平成２０年北九州市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。

 別表第２の球技場・運動場の項中

球
技
場
・
運
動
場
使
用
料

専用 １回（

１時間

以内）

一般
高 等 学 校 の

生徒以下の者

800 円 600 円

北
九
州
ス
タ
ジ
ア
ム
使
用
料

フ
ィ
ー
ル
ド
及
び
ス
タ
ン
ド

専
用

区分 6時～12時 12時～17時 17時～21時 １ フィールド及び

スタンドのＡ及び

Ｂの適用区分は、

次のとおりとする

。 

（１） Ａは、ア

マチュアスポー

ツに使用すると

き。 

（２） Ｂは、プ

ロスポーツ又は

スポーツ以外に

使用するとき。 

２ 入場料等を徴収

する場合のフィー

ルド及びスタンド

の使用料の額は、

Ａ 22,400 円 24,300 円 24,300 円

Ｂ 33,600 円 36,450 円 36,450 円

会
議
室
等

会議室１ １時間又はその端数ご

とに 

 1,220 円

会議室２ １時間又はその端数ご

とに

 5,220 円

会議室３ １時間又はその端数ご

とに

 940 円

会議室４ １時間又はその端数ご

とに

 860 円

会議室５ １時間又はその端数ご

とに

 2,450 円

「

「

」

を
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会議室６ １時間又はその端数ご

とに

 1,120 円 次の各号に掲げる

使用料の区分に応

じ、当該各号に定

める額とする。 

（１） Ａ 入場

料等の総収入額

に１００分の４

を乗じて得た額

（当該額が規定

使用料の額の１

５割に相当する

額に満たないと

きは、当該規定

使用料の額の１

５割に相当する

額） 

（２） Ｂ 規定

使用料の額の３

０割に相当する

額に、入場料等

の総収入額に１

００分の４を乗

じて得た額を加

えて得た額 

３ フィールド及び

スタンドの規定時

間区分以外の部分

の使用料の額は、

１時間又はその端

数ごとに１７時～

２１時に係る規定

使用料の額（前項

 の規定の適用があ

 る場合にあっては

会議室７ １時間又はその端数ご

とに

 1,600 円

ウォームア

ップエリア

１ 

１時間又はその端数ご

とに

 1,990 円

ウォームア

ップエリア

２ 

１時間又はその端数ご

とに

 1,990 円

特別会議室

１ 

１時間又はその端数ご

とに

 2,180 円

特別会議室

２ 

１時間又はその端数ご

とに

 3,130 円

特別会議室

３ 

１時間又はその端数ご

とに

 3,280 円

特別会議室

４ 

１時間又はその端数ご

とに

 4,820 円

特別会議室

５ 

１時間又はその端数ご

とに

 2,560 円

特別会議室

６ 

１時間又はその端数ご

とに

 3,200 円

特別会議室

７ 

１時間又はその端数ご

とに

 1,560 円

特別会議室

８ 

１時間又はその端数ご

とに

 1,560 円

特別会議室

９ 

１時間又はその端数ご

とに 

 2,380 円

に
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、同項の規定によ

り算定した使用料

の額）の１時間当

たりの額とする。

４ フィールド及び

スタンドの使用料

の区分Ｂで、入場

料等を徴収する場

合の使用料の額に

は、会議室等の使

用料を含むものと

する。

そ
の
他
の
球
技
場
・
運
動
場
使
用
料

専用 １ 回 （

１ 時 間

以内）

一般 
高 等 学 校 の 

生徒以下の者 

800 円 600 円

改める。

   付 則

 この条例は、規則で定める日から施行する。

」
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北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

平成２８年１０月１１日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第４３号

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成４年北

九州市条例第２６号）の一部を次のように改正する。

別表第２の吉志北地区地区整備計画区域の項、泉台地区地区整備計画区域の

低層住宅地区の項、上葛原西地区地区整備計画区域の流通業務Ａ地区の項、上

葛原西地区地区整備計画区域の流通業務Ｂ地区の項、上葛原西地区地区整備計

画区域の住宅地区の項及び上葛原東地区地区整備計画区域の流通業務Ａ地区の

項中「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改め、同表の上葛原東地区

地区整備計画区域の沿道地区の項中「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム

」に、「第２条第１項第８号」を「第２条第１項第５号」に改め、同表の上葛

原東地区地区整備計画区域の住宅地区の項、北九州臨空産業団地地区整備計画

区域の生産流通地区の項、北九州臨空産業団地西地区地区整備計画区域の産業

団地地区の項、北九州臨空産業団地西地区地区整備計画区域の利便施設地区の

項、曽根地区地区整備計画区域の医療・生活Ａ地区の項、曽根地区地区整備計

画区域の医療・生活Ｂ地区の項、曽根地区地区整備計画区域の医療・生活Ｃ地

区の項、舞ケ丘地区地区整備計画区域の産業施設地区の項、吉田にれの木坂地

区地区整備計画区域の住宅地区の項、吉田にれの木坂地区地区整備計画区域の

沿道地区の項、青葉台サイエンスパーク地区整備計画区域の研究開発・福祉関

連施設地区の項、乙丸地区地区整備計画区域の利便施設地区の項及び乙丸地区

地区整備計画区域の沿道地区の項中「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム

」に改め、同表の北九州学術研究都市南部地区地区整備計画区域の項中

「

教育施 次に掲げる建築物以外の 外壁等の面か １０メ

設地区 もの ら道路境界線 ートル

（１） 学校、図書館そ までの距離（

の他これらに類するも 地区整備計画

の 区域の境界で

（２） 前号の建築物に ある道路の部

付属するもの 分に限る。）

外壁等の面か ５メー

ら外壁等の後 トル

退距離が定め

られているそ

の他の道路境

界線までの距

離

」

を
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「

教育施 次に掲げる建築物以外の ２００ 外壁等の面か １０メ （１） 住宅（ １０メ

設・住 もの 平方メ ら市道光貞台 ートル 住戸の数が３ ートル

宅地区 （１） 住宅（住戸の数 ートル １５号線若し 以上の長屋を 。ただ

が３以上の長屋を除く （巡査 くは市道光貞 除く。次号に し、平

。次号において同じ。 派出所 台３３号線の おいて同じ。 成２８

） 、公衆 道路境界線又 ） 年６月

（２） 住宅で令第１３ 電話所 は地区整備計 （２） 住宅で １７日

０条の３に掲げる用途 その他 画区域の境界 令第１３０条 におい

を兼ねるもの これら である隣地境 の３に掲げる て現に

（３） 学校、図書館そ に類す 界線までの距 用途を兼ねる 存する

の他これらに類するも る公益 離 もの 建築物

の 上必要 （３） 巡査派 （その

（４） 巡査派出所、公 な建築 外壁等の面か ５．０ 出所、公衆電 高さが

衆電話所その他これら 物の敷 ら市道折尾頓 メート 話所その他こ １０メ

に類する公益上必要な 地を除 田線若しくは ル れらに類する ートル

建築物 く。) 市道塩屋７７ 公益上必要な を超え

（５） 老人ホーム、保 号線の道路境 建築物 るもの

育所、福祉ホームその 界線又は北九 （４） 外壁等 に限る

他これらに類するもの 州市立ひびき の中心線の長 。）で

（６） 老人福祉法第５ の南一丁目公 さの合計が３ 、同日

条の２第６項に規定す 園の公園境界 ．０メートル におけ

る認知症対応型老人共 線までの距離 以下であるも る当該

同生活援助事業又は障 の 建築物

害者総合支援法第５条 （５） 自動車 の敷地

第１５項に規定する共 車庫 内にお

同生活援助の用に供す （６） 物置そ いて、

るもの の他これに類 増築、

（７） 前各号の建築物 する用途に供 改築、

に付属するもの し、軒の高さ 修繕又

が２．３メー は模様

トル以下で、 替を行

かつ、床面積 うもの

の合計が５平 にあっ

方メートル以 ては、

内であるもの 当該建

築物の

外壁等の面か １．０ （１） 外壁等 同日に

らその他の道 メート の中心線の長 おける

路境界線又は ル さの合計が３ 高さと

隣地境界線ま ．０メートル する。

での距離 以下であるも

の

（２） 自動車

車庫

（３） 物置そ

の他これに類

する用途に供

し、軒の高さ

が２．３メー

トル以下で、

かつ、床面積

の合計が５平

方メートル以

内であるもの

」

改め、同表の北九州学術研究都市南部地区地区整備計画区域の利便施設地区の項中「身

体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改め、同表の北九州学術研究都市南部地区地

区整備計画区域の項中

「

研究・ 次に掲げる建築物以外の １０分 ２００ 外壁等の面か １０メ

文化・ もの の４． 平方メ ら道路境界線 ートル

利便施 （１） 住宅（研究施設 ４（店 ートル までの距離

設Ａ地 の業務に従事する者の 舗、飲 （巡査

区 居住の用に供するもの 食店そ 派出所

に限る。） の他こ 、公衆

（２） 研修所又は研究 れらに 電話所

所 類する その他

（３） 共同住宅（研究 用途に これら

に
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施設の業務に従事する 供する に類す

者の居住の用に供する 部分、 る公益

ものに限る。） 風営法 上必要

（４） 図書館その他こ 第２条 な建築

れに類するもの 第１項 物の敷

（５） 老人ホーム、身 第８号 地を除

体障害者福祉ホーム、 に掲げ く。)

老人福祉法第５条の２ る営業

第６項に規定する認知 の用に

症対応型老人共同生活 供する

援助事業又は障害者総 部分又

合支援法第５条第１５ はカラ

項に規定する共同生活 オケボ

援助の用に供するもの ックス

その他これらに類する の用に

もの 供する

（６） 公衆浴場 部分の

（７） 診療所 床面積

（８） ボーリング場、 の合計

スケート場、水泳場そ の敷地

の他これらに類する運 面積に

動施設 対する

（９） 店舗、飲食店そ 割合に

の他これらに類する用 限る。

途に供するもの ）

（１０） 店舗、飲食店

その他これらに類する

用途に供するもので風

営法第２条第１項第８

号に掲げる営業の用に

供するもの又はカラオ

ケボックスの用途を兼

ねるもののうち、同号

に掲げる営業の用又は

カラオケボックスの用

途に供する部分の床面

積の合計が延べ面積の

１０分の１以下のもの

（１１） 事務所

（１２） 巡査派出所、

公衆電話所その他これ

らに類する公益上必要

な建築物

（１３） 前各号の建築

物に付属するもの

研究・ 次に掲げる建築物以外の ２００ 外壁等の面か １０メ

文化・ もの 平方メ ら道路境界線 ートル

利便施 （１） 住宅（研究施設 ートル までの距離

設Ｂ地 の業務に従事する者の （巡査

区 居住の用に供するもの 派出所

に限る。） 、公衆

（２） 研修所又は研究 電話所

所 その他

（３） 共同住宅（研究 これら

施設の業務に従事する に類す

者の居住の用に供する る公益

ものに限る。） 上必要

（４） 図書館その他こ な建築

れに類するもの 物の敷

（５） 老人ホーム、身 地を除

体障害者福祉ホーム、 く。）

老人福祉法第５条の２

第６項に規定する認知

症対応型老人共同生活

援助事業又は障害者総

合支援法第５条第１５

項に規定する共同生活

援助の用に供するもの

その他これらに類する

もの

（６） 公衆浴場

（７） 公衆浴場で物品

販売業を営む店舗の用

を
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途を兼ねるもの（物品

販売業を営む店舗の用

途に供する部分の床面

積の合計が５０平方メ

ートルを超えるものを

除く。）

（８） 診療所

（９） ボーリング場、

スケート場、水泳場そ

の他これらに類する運

動施設

（１０） ボーリング場

、スケート場、水泳場

その他これらに類する

運動施設で物品販売業

を営む店舗の用途を兼

ねるもの（物品販売業

を営む店舗の用途に供

する部分の床面積の合

計が５０平方メートル

を超えるものを除く。

）

（１１） 店舗（物品販

売業を営むものを除く

。）、飲食店その他こ

れらに類する用途に供

するもの

（１２） 事務所

（１３） 巡査派出所、

公衆電話所その他これ

らに類する公益上必要

な建築物

（１４） 前各号の建築

物に付属するもの

」

「

研究・ 次に掲げる建築物以外の ２００ 外壁等の面か １０メ ２０メ

文化・ もの 平方メ ら道路境界線 ートル ートル

利便施 （１） 研修所又は研究 ートル までの距離

設地区 所 （巡査

（２） 図書館その他こ 派出所

れに類するもの 、公衆

（３） 老人ホーム、福 電話所

祉ホームその他これら その他

に類するもの これら

（４） 老人福祉法第５ に類す

条の２第６項に規定す る公益

る認知症対応型老人共 上必要

同生活援助事業又は障 な建築

害者総合支援法第５条 物の敷

第１５項に規定する共 地を除

同生活援助の用に供す く。）

るもの

（５） 幼稚園又は保育

所

（６） 公衆浴場

（７） 診療所

（８） ボーリング場、

スケート場、水泳場そ

の他これらに類する運

動施設

（９） 店舗、飲食店そ

の他これらに類する用

途に供するもの

（１０） 事務所

（１１） 巡査派出所、

公衆電話所その他これ

らに類する公益上必要

な建築物

（１２） 危険物の貯蔵

又は処理の用に供する

建築物（第一石油類（

消防法（昭和２３年法

に
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律第１８６号）別表第

１の備考１２に規定す

る第一石油類をいう。

）及び第二石油類（同

表の備考１４に規定す

る第二石油類をいう。

）を貯蔵する地下貯蔵

槽に限る。）

（１３） 前各号の建築

物に付属するもの

」

改め、同表の北九州学術研究都市北部地区地区整備計画区域の病院施設地区の項中「身

体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改め、同表の北九州学術研究都市北部地区地

区整備計画区域の大学・関連施設地区の項ア欄中第１６号を第１７号とし、第９号から

第１５号までを１号ずつ繰り下げ、第８号の次に次の１号を加える。

（９） 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

別表第２の南二島四丁目地区地区整備計画区域の項、山路松尾町地区地区整備計画区

域の低層住宅Ａ地区の項、山路松尾町地区地区整備計画区域の低層住宅Ｂ地区の項、東

田西部地区地区整備計画区域の中心業務地区の項、東田中央地区地区整備計画区域の中

心商業業務地区の項、東田中央地区地区整備計画区域の商業業務地区の項、東田中央地

区地区整備計画区域の文化施設地区の項、東田中央地区地区整備計画区域の沿道施設地

区の項、東田中央地区地区整備計画区域の業務施設地区の項、泉ヶ浦二丁目地区地区整

備計画区域の住宅地区の項、上の原地区地区整備計画区域の住宅専用地区の項、上の原

地区地区整備計画区域の住宅地区の項及び北九州テクノパーク八幡西地区地区整備計画

区域の頭脳型産業地区の項中「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改め、同表

の黒崎駅前地区地区整備計画区域の項中「第２条第１項第８号」を「第２条第１項第５

号」に改め、同表の木屋瀬東部地区地区整備計画区域の沿道施設Ｂ地区の項中「第２条

第１項第５号又は第６号」を「第２条第１項第２号又は第３号」に改め、同表の木屋瀬

東部地区地区整備計画区域の生活利便施設地区の項及び西折尾町地区地区整備計画区域

の項中「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改め、同表の曲里地区地区整備計

画区域の項中「別表第２（ち）項第３号」を「別表第２（ち）項第２号」に改め、「（

ダンスホールに類するものを除く。）」を削る。

付 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。

12



 北九州市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  平成２８年１０月１１日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第４４号 

   北九州市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正 

する条例 

北九州市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和４３年北九州市条

例第２４号）の一部を次のように改正する。 

付則を付則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、付則

に次の１項を加える。 

（門司消防署の位置に関する特例） 

２ 平成２８年１０月２１日から規則で定める日までの間は、別表の北九州市

門司消防署の項中「北九州市門司区大里東一丁目４番１０号」とあるのは、

「北九州市門司区不老町一丁目１番３号」とする。       

   付 則 

 この条例は、平成２８年１０月２１日から施行する。 
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北九州市消防団員の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務等に関する条例の

一部を改正する条例をここに公布する。

平成２８年１０月１１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第４５号

北九州市消防団員の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務等に関   

する条例の一部を改正する条例

北九州市消防団員の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務等に関する条例（

昭和４０年北九州市条例第４７号）の一部を次のように改正する。

 第３条各号列記以外の部分中「次の各号の」を「次に掲げる」に改め、同条

第１号を次のように改める。

 （１） 年齢１８年以上の者

 第４条の見出し中「役付消防団員」を「班長以上の階級にある消防団員」に

、「および」を「及び」に改め、同条第１項中「役付消防団員」を「班長以上

の階級にある消防団員（以下「役付消防団員」という 。）」 に改める。

 第５条第２号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同条第３号中「第９条第１項」

を「第１０条第１項」に改める。

第８条第１項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に、「または

」を「又は」に改め、同項第２号中「または」を「又は」に改め、同条第２項

各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第１号中「第３

条各号」を「第３条第２号」に改め、同項第２号中「または」を「又は」に、

「一に」を「いずれかに」に改める。

第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条とする。

第１３条中「もしくは」を「又は」に、「行なって」を「行って」に改め、

同条を第１４条とする。

第１２条中「もらして」を「漏らして」に改め、同条を第１３条とする。

第１１条中「あたって」を「当たって」に改め、同条を第１２条とする。

第１０条を第１１条とする。

第９条第１項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に、「または

」を「又は」に改め、同項第１号及び第２号中「または」を「又は」に改め、

同条第２項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第１０条とする。

第８条の次に次の１条を加える。

 （定年）

第９条 消防団員の定年は、年齢６３年とする。ただし、役付消防団員につい
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ては、この限りでない。

２ 消防団員は、定年に達した日の属する月の末日に退職する。

付 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正後の北九州市消防団員の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務等に関

する条例の規定は、この条例の施行の日以後に年齢６０年に達する消防団員

について適用し、同日前に年齢６０年に達した消防団員については、なお従

前の例による。
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北九州市奨学資金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２８年１０月１１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市条例第４６号

北九州市奨学資金条例の一部を改正する条例

北九州市奨学資金条例（昭和３９年北九州市条例第７３号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第１項第３号中「大学（大学院を含む 。）」 の次に「若しくは専修学

校の専門課程」を、「専修学校」の次に「の高等課程」を加え、同条第２項を

削る。

第１０条第１項中「１０パーセント」を「５パーセント」に改める。

付 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

 （経過措置）

 ２ 改正後の第１０条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応

する遅延金の額の計算について適用し、同日前の期間に対応する遅延金の額

の計算については、なお従前の例による。
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北九州市告示第４２２号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４８条第１

項第１号の規定に基づき、介護老人福祉施設を指定したので、法第９３条及び

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３５条の２の規定に

より次のように告示する。 

  平成２８年１０月１１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

介護老人福祉施設 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４ ０ ７ ０

１ ０ ２ ７

８ ７ 

特別養護老人ホ

ーム 陽光園ユ

ニット 

北九州市門司区

大字田野浦１０

２４番地６ 

社 会 福 祉 法

人  陽 光 会

１

平 成 ２ ８

年 １ ０ 月

１日 
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北九州市公告第７３４号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市

契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第

４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成２８年１０月１１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 調達内容 

 （１） 特定役務の名称及び数量 

   市民センター事務用パソコン等借入れ及び保守 一式 

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結日から平成３４年３月３１日まで（契約締結の 

  の日から平成２９年３月３１日までは機器等の設置準備期間とし、契約金 

  額の支払いは平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日までの６０箇 

  月とする。） 

 （４） 履行場所 北九州市内の市民センター及び市民サブセンター（１３ 

   ３館） 

 （５） 入札方法 総価（機器借入料及び保守料の合計額）により行う。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分 

の８に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると 

きは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とする 

ので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを 

問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記 

載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規 

  定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  （以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 
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  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

 されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３ 

 －５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成２８ 

 年１１月２日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法 

 律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）ま 

 でに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市市民文化スポーツ局地域・人づくり部地域振興課 

  イ 日時 公告の日から平成２８年１１月２５日まで（日曜日等を除く。 

   ）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。 

 （３） 競争参加の申出書の提出  

  ア 持参による場合 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は 

   、平成２８年１１月２日の午後５時までに競争参加の申出書を北九州市 

 市民文化スポーツ局地域・人づくり部地域振興課に提出しなければなら 

 ない。 

  イ 郵送による場合 第１号アの場所に書留郵便により、平成２８年１１ 

   月２日の午後５時までに必着のこと。 

 （４） 入札説明会 入札説明会は実施しない。 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室 

  イ 日時 平成２８年１１月２８日午後２時 

  ウ 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便によ 

   り、平成２８年１１月２５日午後５時までに必着のこと。 

５ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 
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   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

  た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者 

  とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

 （７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの 

  である。 

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市市民文化スポーツ局地域・人づくり部地域振興課 

   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話 ０９３－５８２－２１１１ 

６ Summary  

 （１） Nature of Service to be procured  

   Lease and Maintenance of Computers and the related equipment for 

   Citizen’s center 
 （２） Deadline of tender (in person)  

   2:00p.m November 28, 2016  

 （３） Deadline of tender (by mail)  

   5:00p.m November 25, 2016  

 （４） For further information, please contact:
   Regional Development Division,
   Regional and Community Development Department,
   Citizen Services, Culture and Sports Bureau,
   City of Kitakyushu 
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北九州市公告第７３６号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定したので建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０

号）第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成２８年１０月１１日 

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 指定年月日及び指定番号 

  平成２８年１０月１１日 第７５４６０３号 

２ 申請者の住所及び氏名 

  北九州市小倉南区石田南二丁目２１番５号 

  株式会社アーバン企画 代表取締役 山本幸子 

３ 指定した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ） 

北九州市小倉南区下石田 

二丁目９５８番３及び４ 

５．００ ３１．４６ 
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北九州市交通局公告第２９号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規

程（平成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州

市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則

第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する北九州市契約規則（

昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項

の規定により次のとおり公告する。 

  平成２８年１０月１１日 

                           北九州市交通局長  田 茂 人  

１ 調達内容 

  （１） 購入品目及び予定数量 

   軽油 １４万リットル 

  （２） 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり 

  （３） 履行期間 平成２８年１２月１日から同月３１日まで 

  （４） 納入場所 北九州市交通局若松営業所及び向田営業所 

（５） 今後購入が予想される数量及び入札公告予定時期 

  予定数量３８万リットル 平成２８年１１月頃 

（６） 最初の契約に係る入札公告日 平成２８年２月９日 

（７） 入札方法 単位当たりの価格により行う。価格は軽油引取税を含む

ものとし、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった金額から軽油引取税を除いた金額の１０８分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。  

  （２） 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 
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３ 競争入札参加資格審査の申請 

    この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約課（電話 ０９３－５８２－

２０１７）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成２８年１１月８

日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号 

       北九州市交通局総務経営課  

    イ 日時  公告の日から平成２８年１１月２４日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から

午後４時３０分まで。ただし、平成２８年１１月２４日は、午後２時ま

で。 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交

付する。 

（３） 入札説明会の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

          北九州市交通局４２会議室 

    イ  日時 平成２８年１１月１５日午後２時   

（４） 競争参加の申出書の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、平成２８年１１月８日までに競争参加の申出書を北九州市交

通局総務経営課に提出しなければならない。 

（５） 郵送による場合の入札書の受領期限  第１号アの場所に書留郵便に

より、平成２８年１１月２２日午後５時までに必着のこと。 

（６） 入札及び開札の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

              北九州市交通局４２会議室 

   イ 日時 平成２８年１１月２４日午後２時 

５ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア  言語 日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上
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。ただし、北九州市交通局契約規程（昭和３９年北九州市交通局管理規

程第５号。以下「契約規程」という。）において準用する契約規則第５

条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

    ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

     北九州市交通局総務経営課 

     〒８０８－００１７ 北九州市若松区東小石町３番１号 

      電話 ０９３－７７１－８４０１ 

６ Summary 

（１） Product and Quantity  

   Gas Oil 

   Forecasted Quantity: 

   140,000 

（２） Deadline of Tender(by hand) 

   2:00p.m., November 24, 2016 

（３） Deadline of Tender(by mail) 

   5:00p.m., November 22, 2016 

（４） For further information, please contact: 

General Affairs and Management Division, Transportation Bureau, 

City of Kitakyushu  
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北九州市交通局公告第３０号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平

成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州市物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８

号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

   平成２８年１０月１１日 

                           北九州市交通局長  田 茂 人 

１ 物品等の名称及び予定数量 

  軽油 １４万リットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市交通局総務経営課 

    北九州市若松区東小石町３番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成２８年９月２３日 

４ 落札者の名称及び住所 

    株式会社新出光九州支店福岡エリア 

    福岡市博多区上呉服町１番１０号 

５ 落札金額 

    １リットル当たりの金額 ７０円２０銭 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日 

  平成２８年８月１０日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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